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は じめ に

近 年 、国 民 の 医療 への 意識 が 高 ま り、看護 職員 に対 す る期 待 も大 き <
な って い る 。また 、保 健 医療 福祉 サ ー ビスの 内容、方 法、場 の 多様 化 が

進 ん で お り、看 護 職 員 には他職 種 との連携 や役害」の 拡 大 な どが期 待 され

て い る。こ う した 保 健 医療 福祉 の変 化や 国 民の期待 に応 え る こ との で き

る 蕎 護 専 門 職 と して の 基 礎 的 能 力 を有 す る蕎 護 職 員 を育 成 す る こ とが

看 護 教 育 の喫 緊 の 課 題 とな って い る。

着 護 教 育 につ い て は、厚生 労 lel省 にお いて これ まで も多 <の 検 討会 が

行 わ れ 、提 言 が重 ね られ て きた 。その中で、今後 の 我 が 国の看 護 基礎 教

育 の 抜本 的 な検 討 の 方 向性 と して 、我 が国 の社会 と保健 医 療福 祉 制度 の

長 期 的変 革 の 方 向 性 を視 野 に入れ た教育 の方 法や 内容 、期間 につ いて検

討 が 必要 で あ る とさ れ た ところで あ る 1)。

看護 職 員 には、矢目的 ・倫 理 的側 面や、専 Pヨ 職 と して 望 まれ る高度 医療

へ の 対応 、生 活 を重視 す る視 点、予防 を重 視す る視 点及 び看護 の発 展 に

必 要 な 資 質 。能 力 が 求 め られ る。 そ のため 、看 護 基 礎 教 育 につ いて は、

チ ーム 医 療 の 推進 や 他 職 種 との 役 害」分担 ・連 携 の 進 展 が 想 定 され る 中、

看 護 に必 要 な 矢□識 や 技 術 を習得 す る ことに加 えて 、いか な る状 況 に対 し

て も、知 識 、思 者 、行 動 とい うステ ップ を踏み 最善 の者 護 を提 供で きる

人 と して 成 長 して い <基 盤 とな る よ うな 教 育 の 提 供 が 不 可 欠 で あ る と

の見 解 が 示 され て いる 2)。

さ らに、免 許 取 得 前の基 礎 教 育段 階で 学ぶべき ことは何 か とい う点 を

整 理 しな が ら、現 在 の修 業年 限 を必 ず しも前 提 とせ ず に、す べて の着 護

師養 成機 関 に お いて 教 育 内容、教 育方法 な どの見 直 し 。充実 を図 るべ き

で あ る との 意 見 も取 りま とめ られ て いる 3)。

本 検 討 会 は、この よ うな蕎 護基 礎教育 の充 実 。改善 の方 向性 を示 唆 す

る提 言等 を踏 ま え、看 護基 礎 教 育で 学 ぶべ き教育 内 容 と方 法 に焦点 をあ

て た 具体 的 な検 討 を 行 うため に平 成 21年 4月 28日 に設 置 され、① 免

許 取 得 前 に学 ぶ べ き 事項 の整 理 と具 体的 な教 育内容 の 見 直 し、②看 護師

養成 機 関 内 に お け る教 育 方法 の開 発・活用、③ 効 果 的 な臨地実 習 の あ り

方、④ 保健 師 及 び 助 産 師教 育 の あ り力 について、平 成 23年 2月 7日 液

で 9回 にわ た る検 討 を行 つた。
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な お、本検 討 会 に おいて教 育 内容、教 育力 法の詳細 な検 討 を行 うた め

に、保健 師・助 産師・奮護 師教 育 そ れ ぞ れ の ワ ーキ ング グル ープ を設 置

した。

一ん 、平 成 21年 7月 15日 に「 保健 師鋤 産師 着護 師法 及 び着 護 師 等

の 人 材確 保 の促 進 に関す る法律 の 一 部 を 改正 す る法律 」が /AN布 され 、平

成 22年 4月 1日 よ り保 健 師 及 び 助 産 8市 の 修 業 年 限 が 6月 以 上 か ら 1

年 以 上 とな つた ことか ら、保健 師・助 産 師 教 育 ワ ーキ ング グル ープ に お

いて は、法 改 正の 趣 旨 を踏 まえ、保健 師 及 び助 産 師 教育 の さ らな る充実

に向 けた検 討 を行 つた。そ の検 討結果 を踏 ま え、本検 討会 にお いて 平 成

22年 11月 10日 に「 看 護教 育 の 内容 と方 法 に関 す る検 討 会 第一 次 報

告」を取 りま とめ た。また 、蕎護 師教 育 につ いて は、看 護師 教 育 ワ ーキ

ング グル ープの検 討 結果 を踏 まえ、本検 討 会 において取 りま とめ を行 っ

た と ころで あ る。

本報 告 に おいて は、最初 に着 護師 教 育 の教 育 内容 と方 法 に ついて検 討

結果 を報 告 し、続 いて保健 師・助 産 師・着 護 8雨 教育 に共 通 す る今 後 の課

題 等 につ いて の提言 をま とめ、本 検 討 会 の 最終 的 な報 告 とす る もの で あ

る。

1.看 護 師教 育 の 内容 と方 法 につ いて

1.看 護 師教 育 の現状 と課 題

具体的 な 検討 に先 立ち 、看護 師教 育 の 現 状 と課 題 を整 理 した。

○若 い世 代 に おいて は生 活体験 が 乏 し<な つて い る。そ のた め 、着 護 8雨

養成 機 関 で学 Sヽ 学生 も全 体的 に生 活体 験 が乏 し <、 教 育 を行 う上で は

教 員 の丁寧 な関わ りが 必要 とな つて い る。一方 で、丁寧 な 関わ りが 学

生 の主体 性や 自立性 を育ち に <<し て い る側 面 もあ り、教 員 は葛藤 を

感 じて い る。

○ また看 護 師 養成所 (以 下、「 養成 所」 とい う。)で は、社 会 人経験 の あ

る学 生 も 1曽 えて きて お り、学 習状 況や 生活 体験 な ど様 疫 な 面で 学生 Fo3

の差 が広 が つて いる。そ のため 、個 展 の学 生の レデ ィネ ス に合 わせ た

教育 を行 うことが難 し<な つて い る。

○看 護 師 教育 において は、限 られ た時 間 の 中で 学 6ヽ べ き知 識が 多 <な り、

カ リキ ュラムが過密 にな つて いる。その た め学 生 は主体 的 に悪 者 して

学ぶ 余裕 がな <、 知識 の 習得 はで き た と して も、知識 を活用 す る方 法

を習得 で きな い ことが あ る。

○臨地実 習 で は、在 院 日数の短縮 化 によ り学 生 が実 習期 FoOを 通 して 一 人
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の 患 者 を受 け持 つ こ とが難 し<な って い る。また 、患者層 の 変化 や患

者 の 権利 擁護 の ため な どによ り、従来 の対 象別 ・場所 局」の枠 組 で実習

を効 果 的 に行 う ことが 困難 にな って きて お り、目的 に合 つた学 習体験

の機 会 が 確保 で き に <<な つて い る。

○ 学 生 は新 しい実 習場 に適応 す るの に、一 定の時間 が かか る。そ のため、

短期 間 で 実習 場 が変 わ る現在 の実 習方法 で は、学 生 が各夜 の 実 習場で

十 分 に学 習す る こ とが 困難 にな って いる。

○ 臨 地実 習 で は、実 際 に対象 者 の着 護 を行 う こ とよ りも看 護 過程 の展開

にお け る思者 の プ ロセ ス に重 きを置 いて 指導 する ことが 多 <、 技術等

を実 践 す る機 会 が減 少 して い る場合 も見受 け られ る。

○ 養 成所 にお け る教 育で は、実 践 の 場で 学 習 を行 う場 合の み臨 地実 習 と

みな す こ とにな つて い る。そ のため、そ の 日の 臨地 実 習が 終 了 した後

に、必要 な文 献 を図書 館 で調 べた り、実 習 記録 をま とめ た り して いる

状 況 で あ り、課 題 を こな す こ とに手一杯 で、自分 で考 えて行 動 す ると

い う学 習 がで きな <な って い る場 合 もあ る。また 、臨 地実 習 の オ リエ

ンテ ー シ ョン、体験 の振 り返 り等 を臨地 実 習以 外 の 時間 で 実施 して い

るため 、ます ま すカ リキ ュラム が過密 にな り、学 生 、教員共 に余裕 が

無 <な つて いる 。この よ うに、看護 師教 育 につ いて は多 <の 課 題が あ

る。

2.蕎 護 8面 に求め られ る実 践能 力 と卒業 0寺 の到 達 目標

本 検 討 会 の 課 題 の 一 つ で あ る看 護 師 の 免 許 取 得 前 に学 Sべ き 内 容 を

導 き 出す た め に、始 め に蕎護 師 に求 め られ る実 践 能 力 と卒業 時 の到 違 目

標 を検 討 した (表 1)。 検 討 に当た って は、 前述 の看 護 師教 育 の 現状 と

課 題 、本 検 討会 にお いて 表明 され た意見 、国際蕎護 師協 会の琶 護師 の能

力 の 枠 組
4)、 5)ゃ

、「 蕎 護学 教 育 の 在 り方 に関 す る検 討 会報 告書」 (文 部

科 学 省)で 示 され た「看 護実 践能 力育成 の 充実 に向 けた大学卒 業 0寺 の至」

達 目標」 の枠 組
6)を

参 考 に した。

1)看 護 師 に求 め られ る実 践 能 力

看 護 師 に求め られ る実 践 能 力 と して次の 5つ の能 力 を設 定 した。

4)国 際 彗 護 師 協 会 (2003)/日 本 蕎 護 協 会 (訳 )(2006):ジ ェネ ラ リス ト・ナ ー
ス の 国 際 能 力 規 準 フ レ ーム ワ ー ク .イ ンタ ーす シ ョナ ル ナ ー シ ング レ ビ ュ ー29
(3), 00109-119.

5)lnternational Council of Nurses(2008):Nursi∩ g Care Co∩ ti∩ uum
frameヽ′vork a∩ d Competencies

6)「 琶 護 学 教 育 の 在 り方 に関 す る 検 討 会 報 告 」(文 36科 学 省 .平 成 16年 6月 26日 )

で 示 さ れ た 「 蕎 護 実 践 能 力 育 成 の 充 実 に 向 け た 大 学 卒 業 時 の 至」達 目標 」 の 枠 組。
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I ヒ ューマ ンケ アの 基本 的な能 力

Ⅱ 根 拠 に基 づき、着 護 を計画 的 に実 践 す る能 力

Ⅲ 健 康 の 保 持増 進、 疾病 の 予防 、健 康 の 回復 にか か わ る実 践 能 力

Ⅳ  ケ ア環 境 とチ ーム体 制 を理解 し活用 す る能 力

v tt P3職 者 と して研 鑽 し続 け る基本能 力

2)卒 業 時 の到 達 目標

至」達 目標 は、看護 師 に求 め られ る実 践能 力 に合 わせ て 5つ の群 に分 け

て 作 成 した。な お、平成 20年 2月 に示 され た「 看護 師 教 育 の技 術項 目

と卒業 時 の 到 達度 」
7)は

、 Ⅱ群 Gの 22「 看 護援助 技 術 を対 象 者 の状 態

に含 わ せ て適 切 に実 施 す る」の具体 的 な 内容 を示 した もの と位 置 づ ける 。

(1)I群  ヒ ューマ ンケ アの 基 本 的 な能 力

構 成 要 素 を「 対 象 の 理 解 」、「 実 施 す る薔 護 に つ い て の 説 明 責 任 」、

「 倫 理的 な琶 護実践」、「 援 助的 関係 の形 成」 と し、看 護 B爾 が人 間 を対 象

と してケ ア を実 施 す るた め に必要 な 能 力 につ いて 到 達 目標 を作 成 した 。

(2)I群  根 拠 に基 づ き、看 護 を計画的 に実 践 す る能 力

構 成 要 素 を「 アセ スメ ン ト」、「 計 画 」、「 実施」、「 言平1面 」 と し、看 護 を

計画 的 に実 施 す る能 力 と して の到 達 目標 を作 成 した。

(3)Ill群  健 康 の保 持 贈 進 、 疾 病 の予防 、健 康 の 回復 にか か わ る実

践 能 力

構 成 要素 を「 健康 の保 持 ・増 進 、疾病 の 予防」、「 急 激 な健 康 状 態の 変

化 にあ る対 象 の着護」、「 '展 性 的 な 変 化 にある対象 の看 護」、「 終 末 期 に あ

る対 象 へ の看 護 」 と し、 健康 状態 に合わ せた 至」達 目標 を作 成 した 。

(4)Ⅳ 群  ケ ア環境 とチ ーム体 制 を理解 し活用 す る能 力

構 成 要素 を「 着 護専 門職 の役害」」、「 看 護 チ ーム にお け る委譲 と責務 」、

「 安 全 な ケ ア環 境の確保」、「 保健 ・医 療 ,福 祉 チ ーム に お ける 多職 種 と

の協 働 」、「 保健 。医療 ・福 祉 システ ム におけ る薔 護 の 役害」」 と し、ケ ア

を提 供 す る環境 と協働 について 至」達 目標 を作 成 した。

(5)V群  専 門職者 と して研 鑽 し続 ける基 本能 力

構 成 要 素 を「 継続 的 な 学 習 」、「 着 護 の質 の 改善 に向 け た 活 動 」 と し、

卒 業 後 も専 門 職 と して 働 き続 け る に当 た つて の 基 本 的 能 力 に つ い て 至」

達 目標 を作成 した。

7)「 助 産 師 、 看 護 師 教 育 の 技 術 項 目の 卒 業 時 の 至」達 度 に つ い て 」 に お け る 局」添

護 師 教 育 の 技 術 項 目 と 卒 業 8音 の 至」達 度 」厚 生 労 llJl省 医 政 局 課 長 通 矢0(平 成 20
月 8日 付 け 医 政 蕎 発 第 0208001号 )。

晴
曖
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3.着 護 師教 育 に おける教 育内容 と殉 法

作 成 した「 着 護 師 に求 め られ る実 践能 力 と卒業 時の至」達 目標」に示 さ

れ る よ うな実 践 能 力 を身 につけるため、免 許取得前 に学 ぶ べ き教 育 内容

と万 法 につ いて検 討 した 。

1)蕎 護 師の 免 許 取得 前 に学 ぶべ き教 育 内容

○ 免 許 取 得 前 に学 ぶべ き教 育 内容 を検 討 し、「 着 護師 等養 成 所 の運 営 に

関 す る指導 要領 につ いて 」
8)(以

下、「 指 導要領 」 とい う。)に おけ る

別 表 3の 「 教 育 の 基 本 的 考 え方 」 と「 留 意 点 」 の 改 正 案 を作 成 した

(表 2)。 検 討 に当た つて は、「 保健 師助 産 師着 護師 学校 養成所 指定規

則 」
9)(以

下、「 指 定 規貝」」 とい う。)の 別 表 3に 示 されて い る教 育内

容及 び単 位 数 による教育 を前提 と した。

○ 表 2に お け る「 教 育 の基 本 的考 え方 」 の 1)～ 6)を 、「 琶 護 師 に求

め られ る実 践 能 力 と卒業 時の到 達 目標」に示された 内容 に対応 させ た。

1)及 び 2)は 1群 に、3)は Ⅱ群 に、4)は Ⅲ群 に、5)は Ⅳ群 に、

6)は V群 に対 応 させ た。

○ 専 門 分 野 Iの「 留意 点」 につ いて は、「 看 護 の対 象 及 び 目的 の 理 解」

は蕎 護師 教 育 の 大前 提 と して十 分 に普及 して いる と考 え削除 した。次

に、指定 規則 にお け る別 表 3の 備 考 3に 基 づいて教 育 内容 を横 断的 に

組 み 合 わ せ た 科 目を設 定 した 場 合 に も対 応 で きる よ うに、「 講 義 、演

習 、実 習 を効 果 的 に組み合 わせ 、着 護実 践 能力の向 上 を図 る内 容 とす

る」、「 健 康 の 保 持増 進 、疾 病の 予防 に関 する看護 の方 法 を学 ぶ 内容

とす る」 を加 え た。

また 、卒 業時 の到 連 目標 にお いて 着 護 の対 象者 を健 康状 態で 表 した

一方 で、対 象 者の成 長 発 達段 階の 理解 につ いて は これ なで と同 様 に教

育 内 容 に含 まれ る こ と を示 す た め に、「 成 長 発達 段 階 を深 <理 解 し、

様 友 な 健 康 状 態 にあ る 人 々及 び 様 皮 な 場 で 看 護 を 必 要 とす る 人 々 に

対 す る着 護 の 方 法 を学 ぶ 内容 とす る」を加 えた。成 人看 護学 、老年 看

護学 、精 神 着 護 学 に記 載 され て いた 留意 点 について は、普及 が図 られ

た もの と して 削 除 した。

○近 年、地 域 に おけ る医療 提供 につ いて は、在宅 だ けで な <老 人 保健 施

設 、特 Sll養 護老 人ホ ーム、グル ープホ ームな ど様 展 な 場 に広 が り、こ

8)

9)
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れ らの場 所で 最期 を迎 えた りす るな ど、医療 サ ー ビスや 医療 提 供 の場

が 変化 して いる。こ う した変 化 に対応 で き るよ うにす るため 、統合 分

野 の 在宅看護 論 につ いて は、多様 な場 で の 療養 生 活 に対 応 した教 育 内

容 を展開 で き るよ うに、留意 点で「 在 宅」と示 して いた箇 所 を「 地 i或 」

に変 更 した。

2)着 護 師 に求め られ る実 践能 力 を育成す るため の教 育 方 法

(1)講 義 ・演 習・ 実 習 の効果 的 な組み合 わ せ

○ 専 門 基 礎 分 野 と専 P5分 野 の 教 育 内 容 を関 連 づ け るよ うな 教 育 方 法 を

用 い る ことで、専 門 基 礎 分 野 の 学 習効 果 が 高 ま る こ とが考 え られ る。

例 え ば、専 門 分野 の教 員 が専 門 基 礎分 野 の「 人体 の構造 と機 能 」や「 疾

病 の 成 り立ち と回復 の 1足 進」等 に つ いて 看 護 へ の つなが りを示 す こ と

で、学生 が これ らの教 育 内容 は着 護 を行 うため に必 要な 知 識 で あ る と

理解 す る ことがで きた との意 見が あ つた 。この よ うな教 育 を行 うた め

に、専門基礎 分野 と専 門 翁野 の教 員が一 つ の科 目を分担 して教 授す る

な ど、分 野 を超 えた教 育体 制 を とる ことも必要で ある。

○外 国 の者 護教 育で は、知識 と実 践 を統 合 す るため に一 つ の授 業 科 目に

おいて講義 と実 習 を交互 に行 い、知識 と実 践 を効 率 的 に統 合 させて い

<よ うな教育方 法 を取 り入れ て い る との 意 見 もあ つた 。この よ うな教

育方 法 を手がか りに し、我 が 国で も奮護 教 育 におけ る新 しい教 育方 法

を開 発 して い <こ とも必要で あ る。

○ 学 内 で シミ ュ レー シ ョン等 を 行 うな ど臨 地 実 習 に向 けて 準 備 を して

お <こ とによ り、効 果的 に技 術 を習得 す る ことが可能 とな る。特 に侵

襲性 の高 い技術 は、対 象 者の 安全 確 保の ため に も臨 地実 習 の 前 にモ デ

ル人形 等 を用 いて シ ミ ュ レー シ ョンを行 う演 習 が効 果 的 で あ る。

○臨地実 習で経験 で きな い内 容 (技 術 な ど)は 、シ ミ ュ レー シ ョン等 に

よ り学 内での演 習で補 完 す る 等の 工 夫が 求め られ る。

○ 指 定 規 貝」の 別 表 3で 規 定 さ れ て い る教 育 内 容 に お け る彗 護 の 領 i或 ご

との講 義 。実 習 だ けで な <、 領 1或 を横 断 して 授業 科 目 を設 定 した り、

指 定 規 則 の 教 育 内 容 毎 の 単 位 数 に と らわ れ ず 単 位 を設 定 す る こ とに

よ り、教育 効果 をあ げ る こ とも可能 で あ る。特 に臨地 実 習 にお いて は、

実 習 施 設 や 対 象 者 の 特 性 に合 わ せ て 領 1或 を横 断 して 教 育 内 容 を組 み

合 わせ て実習 を行 う ことによ り、教 育 内容 が変 わ る度 に実 習施 設が 変

わ る ことや実 習施設 の確 保 等 の課 題 が解 消 され、実 習期 F83を 有効 に活

用 す る こ とが可 能 とな る 6
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○ 指 定 規 則 に お け る別 表 3の 専 門 基 礎 分 野 や 専 門 分野 及 び 蕎 護 領 域 間

で重 複す るよ うな教 育 内容 は、卒 業 時の 至」達 目標が 達成 され る よ うに、

学校 養成 所 が 定 期的 に見 直す ことで 、効 果的・効 率的 に教 育 を行 うこ

とがで き る。

(2)講 義 ・演 習 にお け る効 果 的 な指 導の方 法

○ 蕎 護 師 教 育 の 早 い時 期 に行 わ れ る こ とが 多 い専 門 基 礎 分 野 の 教 育 に

おいて は、学 生の 興味 関′いが 高 ま るよ うに蕎護 と関連 づ けた事 例 を用

いるな ど教 育 方 法 を工 夫 し、専門 基 礎分 野 の教 育 内容が蕎 護 の 役 に立

つ内容で あ る こ とを意識 で き るよ う教授 す る ことが望 ま しい。

○学 生が 自己の看 護 実践 につ いて の分析 力、統合 力 を身 につ けるため に

は、技術 の習 得 に焦点 をあて た演 習や臨 地 実習 にお いて 学 生 が実 際 に

体験 す る機 会 を多 <し、体験 の後 には必 ず振 り返 りを行 う ことが効 果

的で あ る。

○認 定看護 師 や 専 P]蕎 護 師な ど、学 生の 目標 に繋が るよ うな着 護 師 と学

生 が 関わ れ る よ う、講義 や演 習 を設定 す る ことによ り、学 習 の動機 づ

け とな る ことが 考 え られ る。

○ 演 習 に お いて 実 習施 設 か ら招 いた専 P]家 の指 導 を受 ける こ とによ り、

臨床 で用 いて い る新 しい技術 を学 6ヽ ことがで きる。また、臨 地実 習の

際 に既 知 の 指 導 者 が い る こ とで 学 生 が 実 習 に取 り組 み や す <な る効

果が 考 え られ る。

○ シ ミ ュ レータ ーを活用 す る学 習 は、技 術 の獲 得 に おいて は効 果 的で あ

るが、コ ミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を伸 ばす には限界があ る。模 擬 患者 を

利用 す るな ど、コミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を補完 する教 育方 法 を組み含

わせ る必 要が あ る。

○学 生の実 践 能 力の 向上 を図 る教 育 を行 うため には、高額 な シミ ュ レー

タ ー等の 機 器 は複数 の養 成機 関や 病 院間 で共有 し、機 器 を保有 で きな

い養 成 機 関 に お いて も シ ミ ュ レータ ーを用 いた演 習 が で き るよ うに、

地 域 で効 果 的 に活用 す る仕 組 み を作 る ことも必要で あ る。

(3)効 果 的 な 臨 地実 習 の 方 法

○臨 地実 習 で は、卒業 時 の到 達 目標 を達成 で きるよ うにす るため 、実 習

場 で しか体 験 で き な い こ とは確実 に体験 で き る よ う積極 的 に調 整 し、

その 後の 振 り返 りを充実 させ る こ とが重 要で あ る。

○学 生の 自律 的 な学 習 を促進 す るた め に は、日長の学生 の体験 及 び実践

能 力 の習 得状 況 を確 認 し、そ の 学生 の状 況 に合わせ た関わ り方 をす る

必要 が あ る。
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○実 践能 力 を育 成す るため に は、実 践 と思者 を運 動 させ な が ら学ぶ こと

がで きるよ うにする必要 が あ る。その た め に は、実 習 の事 前準 備や 実

習 中 ある いは実 習後 に振 り返 りを行 うこ とが 必要 で あ る。また 、提 供

する者護 のエ ビデ ンス を確認 す るため の 文献検 索 や 、患 者 に含 わせ た

技 術 を提 供 す るた め の 演 習 な ど も実 習 の 効 果 を 上 げ る た め に は懸 要

で あ る。

○ この よ うに臨地実 習 を充実 させ るため には、着 護実 践 の場 以 外で 行 う

学 習 も臨地実 習 に含 め る ことが望 ま しい。ただ し、実践 の場 以外で 行

う学 習は、実 践 の場 におけ る学 習 0寺 間 を十分 に確 保 した 上で 、その 目

的 を明確 に し、計画 的 に行 う必要 が ある。

○ 看 護 の 領 域 別 に実 習 場 が変 わ る こと に よ る弊 害 を解 決 す る た め に は 、

一 つ の実 習 場 で 時 間 をか け て 卒 業 時 の 到 達 自標 に達 す る よ うに実 習

を編 成 す る こ とも効 果 的 で あ る。

○ 従 来の看護 の領域 Bljに 行 う臨地 実 習で はな <、 対 象 者 の健 康 状 態や 特

性、病棟 又 は施 設 な どの看 護 実 践 の場 を弾 力的 に組 み合 わ せ て実習 を

行 う場 合 は、学 生が どの よ うな対 象 者 に関わ り、どの よ うな 学 び を し

た か を、教 師 と学 生双 方 が 共 通 に認 識 で き るよ うにす る 必 要 が あ る。

その ため には、体験 した 内容 や獲得 した能 力 を記 載 した もの (ポ ー ト

フ ォ リオな ど)を 活 用す る こ とが 効果 的 であ る。この よ うな 学習 の記

録 によ り、教 育 内容 が網 羅 され た効 果的 な臨地 実 習 を行 う こ とが可 能

とな る。

○看 護師 養成機 関及 び実 習施 設 が協 力 し、実習 施設 にお いて学 生 が活用

で き る図書 や 1丁 環 境 を整 え るな ど、 学 習環境 を充 実 させ る必 要が あ

る。

3)学 生 の実 践能 力向 上の た め の教 育体制

(1)教 員及 び実 習指 導 者 の指 導 能 力の向 上

○教 育の 質 を高め るため には、教 員 が 自己の教 育方 法 を常 に見 直す とと

もに、着 護師養 成機 関 と して も、教 育力 法 の見 直 しにつ い て組 織的 か

つ定期的 に取 り組め るよ うな 仕組 み を設 ける ことが必 要 で あ る。

○ 学 生が琶護 の考 え方 を深め 、実 践能 力 を向上 させ て い <こ とがで きる

よ うに振 り返 りの指 導 を行 うため には、教 員や実 習指 導 者 は看 護実 践

の 場 の 出来 事 や 学 生 の 体 験 等 を教 材 化 す る能 力 を 向 上 さ せ る こ とが

必要 であ る。
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○ 実 習 指導 教 員 1° )に つ いて は、 配 置 が 望 ま しい とされ て いる もの の、

特 に要件 が規 定 され て いない 。実 習 指導 教 員は臨地実 習 に おい て専 任

の教 員 と同程度 の指 導がで きる こ とが期 待 され る ことか ら、実 習 指導

に関 す る何 らか の研修 等 を受 け、 質 を高 め る必要 があ る。

(2)教 員 と実 習 指 導者 の役害J分 担 と連携

○臨 地 実 習 の学 習効果 を高め るた め には、教 員 と実 習指 導 者 の合 同 会議

を開 催 す るな ど、両者が学 生 の学 習状 況 等 につ いて情報 共 有 等 を行 う

ことが 必 要で あ る。

○教 員 と実 習指 導者 がそ れぞれ の 役 害」を果 た すた め には、両 者が 協働 し

て実 習指 導 を行 うこ とが 望 ま しい。その 際 は、学 生の進度 状 況 を共有

し、指 導 を適切 に分 担 して い <こ とが賭 要で あ る。特 に、臨地 実 習 で

体験 した ことの振 り返 りにお いて 、教 員 又 は実 習指 導者 の いずれ か が

直接 指 導 で き るよ う指 導体 制 を整 え る こ とが 必 要で あ る。 そ の ため 、

教 員 と実 習 指 導 者 と も に現 行 の 規 定 以 上 の 人 数 を確 保 す る こ とが 望

まれ る。

4.修 業 年 限 に と らわ れ な い看 護 師 教育で 学 ぶ べ き内容

現 行の看 護師 教 育 の修 業年 限 は 3年 以 上 で あるが、これ に と らわれ ず

に教 育す る こ と と した場 合 に、学 ぶ べき 内容 は何 か につ いて 検 討 した 。

1)修 業 年 限 に関 連 した蕎護 師 教 育 の現状

○ 平 成 20年 の 指定 規則 の改 正 に おいて修 業年 限が 変わ らな い ま ま単位

数が 主曽加 した こ とか ら、3年 間 で教 育 を行 うには過 密 なカ リキ ュラム

とな って お り、 教 育 目標 を達 成 す るのが 困難 な状 況 にな つて いる。

〇近 年 、養成所 で は社会 人経験 の あ る学 生 が増 えて お り、学 生層 が 二極

化 して きて い る。基礎学 力が 十 分 とは言 えな い学生 に合わ せて 教 育 を

行 う と、社 会 人 経験 のあ る学 生 に と って は物足 りない 内容 とな る。両

者 の ギ ャ ップが 大 き い中、現 行 の教 育体 制 。方 法で は、両 者 に対 し同

じ教 育期 間・教 育 内容で卒業 時 の到 達 目標 を達 成で きるよ うに教 育 を

行 う ことは困難 な状況で あ る。

2)修 業 年 限 に と らわれ な い場 合 の 教育 内 容

○現 在 の学 生 の状 況 か ら考 え る と、看護 師 教 育の初期 に基礎 的 な学 力 を

高 め 、蕎 護師 教 育 の 内容 を十 分 に理解で き るよ うにす る こ とが 必要で
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ある。

○そのため、現行の指定規則 における蕎護師教育の教育内容と単位数を

国家試験受験資格の要件 と しつつも、教育内容を拡充 して看護師教育

を行 うことも考 えられる。

○修業年限に とらわれな い場合の教育内容の充実の方向性 はい <つ か

考えられる。

①いわゆる初年次教育 と しての読解能力や数的処理能 力、論理的能力

をよ り高めるための教育内容や、人間の とらえ方やものの見殉 を涵

養するための教養教育の充実

②免許取得前に学ぶべき教育内容に加え、今後の奮護師の役害」拡大 を

視野に入れた専門基礎分野の教育内容の充実

③養成所が設置されている地 1或 の特性を踏まえた教育内容の充実

○個々の養成所が 自らの教育理念や学生の状況 に応 じて① か ら③ を複

数選択 し、組み合わせて教育を充実させることも考え られる。

I。 今後の保健師・助産師・奮護師教育の内容 と方法 について

1.看 護職員 と しての「 能力」を育成する教育への転換

○本検討会の成果の一つは、保健師・助産師・看護師に求め られる実践

能力を明 らかに し、卒業 0寺 の至」達目標を作成 した ことである。

○能力を育成する教育については、平成 20年 7月 の「看護基礎教育の

あり方に関する懇談会論点整理」11)に おいて、看護職員に求め られる

資質 。能力が示され、「 能力」を身につける教育が看護基礎教育の充

実の方向性であるとli言 されている。

○本検討会では、検討課題の一つである免許取得前に学ぶべき事項 につ

いて、最初に保健師・助産師・看護師に求め られる実践能力について

検討 し、 これを踏まえて、「卒業時の至」達 目標」を設定 した。

○保健師・助産師教育においては、「助産師教育の技術項 目と卒業時の

至」達度」
12)及 び「 保健師教育の技術項 目と卒業時の到達度」

13)に 基

づいて検討 した。これ らの技術項 目は対象者等の状況を見極め、具体

的な介入方法を選択 し実際に支援等を行 うという憲者・判断 。行為の

プロセスを含む保健師、助産師の実践能力を表 していると考えられた

11)
12)

13)
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か らで あ る。

○ 看 護 師 教 育 に つ いて は蕎 護 師 に求 め られ る実 践 能 力 全 体 に つ いて 検

討 を行 い 、卒 業 時の 到達 目標 を設定 した。

○保 健 師・助 産 師・看護 師教 育 に おける卒 業 8寺 の到 達 目標 を達 成 す るた

め の教 育 内容 が、各々の 免許 取得 前 に学 6ヽ べ き内容 とな る。今後、保

健 師・助 産 師・着 護師 教 育 を行 う養成 所 において は、広 い視 野 で これ

か らの着 護の 方 向性 を考 え、学生 が深 <着 護 を考 え る こ とが で きるよ

うに、卒業 時 の至」達 □標 を達成 す るた めの教 育 内容 と教 育方 法 につ い

て 入念 に検討 し、具体 的 な教 育内容 を設 定 す る こ とが 求め られ る。

○ また、学生 が 状況 に応 じて 多 <の 知識 を組み 合わせ て活用 し、役割 を

果 た す能 力 を獲 得 で きるよ うな教 育 方法 の開 発 も求め られ る。

○保 健 師・助 産 師・蕎護 師 に求め られ る実 践 能 力 は、卒業 した 後 も実務

経験 を通 して 発 達 して い <も ので あ る。看護 基礎 教育 において は、自

己 の 実 践 能 力 を 評 価 し継 続 的 に学 習 して い <能 力 を教 育 が 必 要 で あ

る。

2.免 許 取得 前 に学ぶ べ き教 育 内容の考 え方

○保健 師・助産 師・琶 護師 教育 の いずれ に おいて も、今後 強化 すべ き教

育内 容 は、次 の① か ら⑥ に示 す とお りで あ る。これ らは、専門 家 と し

て 自覚 的 に役 害」を果 た して い <た め の ヒ ューマ ンケ アの 基 本 的 な能

力の基礎 とな る 内容 であ る。

(D人 間性 のベ ー スになる倫理性、 人 に寄 り添 う姿 勢につ いて の教 育

(a状 況 を見極 め 、 的 確 に判断 す る能 力 を育成 す る教育

③ コ ミ ュニケ ー シ ョン能 力、対 人 関係能 力の育 成 につなが るよ うな教

育

④ 健 康 の 保持贈 進 に関す る教 育

⑤ 多職種 間の 連 携 、協働 と社 会資 源 の活用 及 び保健 医療 福 祉 に関す る

法律 や制 度 に関 す る教育

16,主 体的 に学 習 す る態度 を養 う教 育

○助 産師 や看 護 師 に は、対象 者の 生 命の維 持 や、身体 の苦痛 を早 期 に和

らげ るた めの 技 術 が必 要で あ る こ とか ら、上記 の教 育内容 に加 え、緊

急 0寺 の 対 処 能 力 の 基 礎 とな る フ ィジカ ル ア セ ス メ ン トに つ いて 強 化

す る必要 があ る。また、疾病 が どのよ うに生活 に影 響す るか を心身 両

面 か らア セ ス メ ン トし、予漫1し て対 応 す る能 力 を 1音 う教育 も必要 で あ

る。



○保健 師 には健 康 危機 の 予防や対 処 のた め に、行政 保健 、産業 保健 、学

校保健 の 各領 域 にお いて、健 康 危機の アセ スメ ン トを行 う ことがで き

る教 育が 求め られ る。

3.着 護 基礎 教 育 にお け る効果 的 な教育方 法

1)講 義・ 演 習・ 実習 の 組 み立て 方

○学 生 は、臨 地実 習 にお いて講義 や演 習で 学 ん だ知 識 を統合 して個 別 の

対象 者 に合わせ て看 護 を提供 で き るよ うにな る こ とが 期待 され る。そ

のため、演 習で 判断 す る能 力 を身 につ け、臨地 実 習 にお いて実 際の看

護実 践の ダ イナ ミズ ムの 中で体験 して学 んだ者護 を基 に、更 に必要 な

知識 を学 ぶ とい うよ うな繰 り返 しの 学習 力 法 が必 要で あ る。

○ このよ うな学 習方 法 を通 して、保健 師・助 産 師・薔 護 師 と して 活動 す

る様 展な場 にお いて、対 象者 の健 康の 状態 や生 活 の状 況 に応 じた看 護

が実 践で きる能 力が 育成 され る。

○卒業時 の至」達 目標 は、あ る状 況 に対 処 す る、あ る いは問題 を解決 す る

ことがで きる状 態 を表 して いる。その達 成 に は、領 1或 横 断的 に知識 を

組み 合わせ て 活用 す る ことが 必要で あ るため 、領 i或 横 断 的な講 義・演

習 。実 習 を行 う ことも必要 で あ る。特 に演 習 は知識 の教 l受 だ けで はな

<、 思者 を通 して知識 を統 合 し、それ を表 現 す る能 力 を培 う教 育万 法

であ るため 、講 義や 実 習 との関 連 を考 え、効果 的 に演 習 を位置 づけ る

ことが必要 で あ る。

○現 在 、助 産 師 ・看 護 師 教 育 の 臨 地実 習 にお いて は、 侵 襲 を伴 う行 為 を

体験 す る こ とが難 し<な つて い る。 そ の 一 ん で 、 現 場 で は 医療 の 高 度

化 によ り、 助 産 師 や 着 護 師 に侵 襲 を伴 う行 為 の 実 施 が 求め られ る よ う

にな つて きて い る。 こ う した 侵 襲 を伴 う行 為 を習 得 す るた め には 、 シ

ミ ュ レータ ーの 活 用 や 状 況 を設 定 した演 習 を充 実 さ せ る
・
こ とが求 め ら

れ る。

○卒業 時の到 達 目標 を達 成す るため の臨 地実 習の あ り力 と して、彗護 の

領 i或 毎 に着 護 過 程 を 中 ′断に行 う臨 地 実 習 が 効 果 的 で あ る か ど うか 検

討が 必要 で あ る。卒業 0寺 の至」達 目標 と臨 地実 習 の 目的 の 関連 性 や、学

ぶべ き内容 を明 確 に し、その 目的 が達成 で きる よ うに柔 軟 に実 習の場

を開 発 し、実 践 的な 教 育 を行 うこ とが望 まれ る。

○ また、領 i或 横 断 的 な 臨地実 習 を行 う場 合 は、実 習 の 目標 と内 容、評 価

の方 法 を明確 にする 必要 があ る。
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2)教 育 効 果 を上 げる臨地実 習 の 指 導体 制

○臨 地実 習 に お ける指 導体制 につ いて は、学 生 が豊 か に学 ぶため に改善

す べ き多 <の 課 題が あ る。蕎 護 を必要 とす る人 展の lth」l身 の状 態 とそれ

に対 す る看 護 の 必要 性の判断 な ど、臨地 で 目の 当た りにす る事象 に基

づ いて深 い闇 者 を伴 いな が ら学べ るよ うにす るに は、教 員 と実習 指導

者 の 連携 が重 要で あ る。そのため には、講 義 と実 習指導 を両万 担 って

い る養成 所 の教 員 に ついて は増 員 に向 けて検 討す べ きで あ り、臨地実

習 を担 って い る実 習 指 導 教 員 に つ いて は 必 要 な 人 数 の 確 保 と資 質の

向上 が求 め られ る。

○現 在 は、講 義 を受 けた 後 に実 習 を行 う とい う演繹 的な学 習方 法が 多い

が 、実 習 におけ る着 護実 践 の経験 か ら学 習課 題 を明確 に し、問題 解決

的 に学 習 して い <帰 納 的 な方 法 も思 考 力 や 判 断 力 を養 うた め に必要

な学 習方 法で あ る。この よ うな帰納 的 な 方 法で実 習 を指 導 す る場 合 は、

専任 の教 員、実 習指 導教 員及 び実 習指 導 者 には、個々の 学生 の体験 を

教材 化 す る能 力 が一層求 め られ る こ とにな る。

3)教 育方 法 等 の 評価

○ 教 育の 質 の 向上の ため には、教 員 一人 一 人が 自己の教 育実践 を評 価す

る こ とが 重 要 で あ るが、さ らに組織 的 か つ定期 的 に全体 的 な教 育の 内

容及 び方 法 につ いて 評価 を行 うこ とが必 要 で あ る。

○学 校 評価 に つ いて は、平成 19年 に 自己評 価 及び結果の 公表 が義 務化

され て お り 14)、 大学 にお いて は平成 11年 の義 務 化以 降、自己点 検 。

自己評価 結果 を公 表 して い る
.5)。

養成 所 にお いて もこの よ うな評価

を一 暦推 進 す る ことが必要で あ る。

4。 今後 の 課 題

〇近 年 、矢□識習 得か ら能 力獲 得 へ と「 学 習」の概 念 が 変化 してきて い る。

本検 討会 に お いて も、保健師・助 産師・奮 護師 教育 にお いて培 う能 力

を明 らか に し、卒業 時 の到達 目標 と して 示 した。これ らの能 力 は、学

生 の実 践 にお いて、知識・思者・行 動の 統 合 を通 して発揮 され るため、

単 に学 生 の 知 識 の 保 有 量 で 評価 で き る もの で は な い。 保健 師 ・助産

師 ・看護 師 教 育 を担 う教 員、実 習 指 導者 等 を始め とす る関係 者 には、

14)「 学 校 教 育 法 施 行 規 員」等 の -8Bを 改 正 す る 省 令 」(平 成 19年 10月 30日 付 け文
部 科 学 省 令 第 34号 )。

15)平 成 11年 の 大 学 設 置 基 準 の 改正 に よ り義 務 化 さ れ 、平 成 14年 以 降 は学 校 教 育
法 第 109条 に お い て 規 定 され て い る。
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学生 の能 力 を評 価 す る方 法 を開発 し研鑽 す る こ とが求 め られ る。

○今後 は保健 師 ・助 産 師・琶 護師 に求め られ る実 践 能 力 と卒業 時 の 至」達

目標 を踏 ま えて、教育 内容 を構成 する こ とが望 まれ る。看 護 師 等 養成

機 関 に お け る カ リキ ュラム 作 成 に 当 た つて は教 員 に は柔 軟 な 思 者 が

求め られ る。

○平成 8年の 指 定規 則の 改正 に おいて単 位制 が導 入され た。保健 師・助

産 師・看 護 師 養 成所 における単位 の計 算 方 法 につ いて は、大 学設 置基

準
16)に

準 す る こと と し、 1単 位 の授業 科 目を 45時 FB5の 学修 を必 要

とす る内 容 をも って構 成す る ことを標準 と した。1単 位の 授 業時 間 数

につ いて は、授業 の 海 法 に応 じて 、当該 授 業 によ る教 育効果 、授業 時

間 外 に麟 要 な学 修 等 を考 慮 して 、講 義 及 び演 習 につ いて は 15～ 30

時間 、実 験 、実 習及 び実 技 につ いて は 300寺 間 か ら 45時 間 の 範囲 で

定め る こ とと して い る。な お、臨地実 習 は 1単 位 45時 間 の実 習 を も

って 構 成 す る こ とと して いる。

現 行 の指 導要 領 の別表 1、 2及び 3に は単 位 数 と総 時 FB5数 が併 記 さ

れて いる。教 員 は、卒業 0寺 の 至」達 目標 の 達 成 に向 けて学 生 が取 り組 む

べき課 題 な どを考慮 しつ つ、責任 を持 つて 単 位 数 と各単 位 当た りの 0寺

間数 を設 定 す る ことが望 ま しい こ とか ら、総 時 間 数 を併 記 す る ことの

是非 につ いて は検 討 を続 ける必要 が あ る。

○臨 地実 習の 充 実 の ため には、現 行 の規 定 にあ る教 員数 で は十 分な指 導

を行 う こ とが 困難で あるため 、教 員 が責任 を持 つて 臨地 で指 導 を行 え

るよ うに、教 員 と実 習指導 者 の役害」を見 直 す とと もに、その 役害」に見

含 った教 員数 、実 習 指導 者数 の確 保 ・配 置 を検 討 す る必要が ある。

○ 学 生 の 実 践 能 力 を 高 め るた め に も臨地 実 習 の 指 導体 制 の 充 実 は重 要

で あ る。現 在 、 実 習 指導 教 員 を置 <こ とが 望 ま しい とされ て いるが 、

実 習指 導 教 員 の 資 質 の 向 上 を図 る機 会 を設 け る こ とも検 討 す る 必 要

があ る。

○教 育の 質の 向上の ため には、自己 点検 。自己 評価 に とどま らず第二 者

評価 の導 入 も進 め、客 観的 に 自校 の教 育 を見 直 して い <こ とが 必要 で

ある。

本報 告書 及 び「 看護 教育 の 内容 と方 法 に関す る検 討会 第 一次 報告 」に

お い て 、 今 後 の 看 護 教 育 を充 実 す るん 向 性 が 示 さ れ た と こ ろ で あ り、

年 10月 22日 文 部 科 学 省 令 第 28詈 。最 終 改 正 平 成 21３
号
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の報 告 によ り、蕎 護教 育 の質 の 向 上が図 られ る こ とを期 待 した い。
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蓄護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標 (案 )

者護師の実践能力 1   構成要素
卒業時の至」達目標

I:羊

ヒューマンケアの
基本的な能力

A 対象の理解

1 人体の構造と機能について理解する

２

一

３

人の誕生から死までの生涯各期の成長、発達、加齢の特徴を理解する

文」象者を身体的、心理的、社会的、文イヒ89侵1面から理解する

B 実施する彗護につい
ての説明責任

4 実施する看護の根拠・目的・方法について相手に分かるように説明する

５

一

６

自らの役害」の範囲を認識し説明する

自らの現在の能力を超えると半」断する場合は、適tJJな 人に助言を求める

倫理的な種護実践

7 文」象者のプライバシーや個人1情報を保護する

8 対象者の価値観、生活習慣、1慣 習、信条などを尊重する

9 対象者の尊厳や人権を守り、擁護的立場で行動することの重要性を理解する

対象者の選択権、自己決定を尊重するЮ

一
１１ 組織の倫理規定、行動規範に従って行動する

援助的関係の形成

12

13

14

15

文」象者と自分の境界を尊重しながら援助的関係を維 l苦 する

文」人技法を用いて、対象者と援助的なコミュニケーションをとる

文」象者に必要な情報を対象者に合わせた力法で提供する

文」象者からの質問 。要請に誠実に対応する

Ⅱ君羊
根lllに 基づき、番議
を計画 3/13に実践する

能力

E アセスメント

６

　

７

ll諌状態のアセスメントに必要な客観的 。主観的情報をlll集する

情報を整理し、分析・解釈・統合し、課題を抽出する

F 計画
18

19

対象者及びチームメンバーと協力しながら実施可能な喬護計画を立案する

根拠に基づいた個別的な看護を計画する

G 実施

20

21

計画 した看護を対象者の反応を捉えながら実施する

言1画 した種護を安全・安楽 。自立に留意し実施する

琶護援助技術を対象者の状態に合わせて適切に実施する

予測 しない 1犬況の変化について指導者又はスタ ッフに報告する

２２
一
χ
一
２４ 実施した者護と文」象者の反応を記録する

H 言平1面

25

26

予漫」した成果と照らし含わせて実施した琶護の結果を評価する

評llmに基づいて計画の修正をする

健康の保l寺・贈進、
店の予防

２７
一
２８
一
２９
一
∞
　
釧

生涯各期におけるllt康の保持増進や疾病予防における覆護の役害」を1霊解する

I環境の変化が健康に及ぼす形響と予防策について理解する

健康増進と健康教育のために必要な資源を理解する

文」象者及び家族に合わせてあ要な保健指導を実施する

妊娠、出産、育児に関わる援助の方法を理解する

17



lll君羊

健康の保持1曽進、

疾病の予防、健康の

回復にかかわる実践

育旨カ

急激な健康状態の変

化にある対象への

看護

32

33

34

急激な変イヒ状態 (周手術期や急激な病状の変化、救命処置を必要としている

等)にある人の病態と治療について理角[す芍____
急激な変化状態にある人に治療が及ぼす影響について理解する

対象者の健康状態や治療を踏まえ、蕎護の優先順位を理解する

35

36

状態の急激な変化に備え、基本的な救急救命処置の方法を理解する

状態の変化に対処することを理解し、症状の変化について迅速に報告する

３７

　

３８

・
３９

合併症予防の療餐生活を支援をする

日常生活の自立に向けたリハビリテーシヨンを支援する

文]象者の心理を理解し、状況を受けとめられるように支援する

慢性00な変イじにある

対象への看護

４。

４‐

４２

４３

・
４４

・
４５

慢性Ot経過をたどる人の病態と治療について理解する

慢性的経過をたどる人に治療が及ぼす影響について理解する

対象者及び家族が健康障害を受容していく過程を支援する

必要な治療計画を生活の中に取り入れられるよう支援する (憲者教育)

必要な治療を継続できるようなソーシャルサポートについて理解する

急性増悪の予防に向けて継続的に観察する

46 慢性的な健康障害を有しながらの生活の質 (QOL)向 上に向けて支援する

L終 末期にある対象ヘ

の看護

″

・８

　

９

４

　

４

死の受容過程を理解し、その人らしく過ごせる支援方法を理解する

終末期にある人の治療と苦痛を理解し、緩禾0応法を理解する

看取りをする家族をチームで支援することの重要性を理解する

V君羊
ケア環境とチーム体

制を理解し活用する
育旨力

M看 護専P5職の役害」
5C

51

看護Felの役害」と機能を理解する

看護師としての自らの役割と機能を理解する

N看 護チームにおける

委譲と黄務

２

　

３

　

４

５

・

５

一

５

看護師は法的範囲iご従って仕事を他者 (看護補助者等)に委任することを理解

する ____ _ ― ――一―――――――一
―

―       ―

看護師が委任した仕事について様々な側面から他者を支援することを理解する

仕事を部分的に他者に委任する場合におしヽても、自らに説明義務や賣任がある

「
と芥狸働『する

安全なケフ環境の

確保

５５

　

５６

　

５７

　

５８

　

５９

医療安全の基本的な考え方と看護師の役害」について理解する

リスク・マネジメントの力法について理解する

治療薬の安全な管理について理解する

感染防止の手順を遵官する

関係法規及び各種ガイドラインに従つて行動する

保健 。医療 。福祉

チームにおける多

職種との協働

６。

．
α

６２

６３

６４

保健・医療・福祉チームにおける看護及び他職種の機能・役害」を理解する

対象者をとりまく保健・医療・福祉従事者FoOの協働の必要性について理解する

対象者をとりまくチームメンバー間で報告・連絡・相談等を行う

対象者に関するケアについての意思決定は、チームメンバーとともに行う

チームメンバーとともに、ケアを評価し、再検討する

保健・医療・福祉シ

ステムにおける着護

の役害」

５

　

６

６

一

６

看護を実践する場における組織の機能と役害」について理解する

保健 。医療・福祉システムと看護の役宮」を理解する

６７

一

６８

国際的観点から医療・看護の役害」を理解する

保健・医療・福祉の動向と課題を理解する

69 様々な場における保健・医療・福社の連携について理解する

18



V群
専門職者として研鑽
し続ける基本能力

R継 続的な学習

70 看護実践における自らの課題に取り組むことの重要性を理解する

71 継続的に自分の能力の維持・向上に努める

S看 護の質の改善に向
けた活動

72 琶護の質の向上に向けて看護師として専門性を発展させていく重要性を理解す
る

73 看護実践に研究成果を活用することの重要性を理解する
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看護師等養成所の運営に関する指導要領 局」表 3
看護師教育の基本的考え方、留意点等 改正案

教育の基本的考え方

1)人間を身体的・精神的 。社会的に統合された存在として幅広<理解し、蓄護師としての人間関係を形

成する能力を養う。

2)着護師としての責務を自党し、倫理に基づいた蕎護を実践する基礎的能力を養う。

3)科学的根拠に基づき、琶護を計画的に実践する基礎的能力を養う。

4)健康の保持i曽進、疾病の予防、健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変化に応じて実践する

基礎的能力を養う。

5)保健 。医療・福祉システムにおける自らの役害」及び他職種の役害」を理解し、他職種と連携・協働する

基礎的能力を養う。

6)専門職業人として、最新矢0識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

基

礎

分

野

科学的思者の基盤

人間と生活・社会の理解 )13

「専門基礎分野」及び「専門分野」の基礎となる科目を設定し、

併せて、科学的用者力及びコミュニケーシ∃ン能力を高め、感

性を磨き、自由で主体的な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を幅広<理解出来る内容とし、家族論、人FB5関係論、

カウンセリング理論と技法等を含むものとする。

国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるような内容を含む

ものとする。

l哉務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権

意識の普及・高揚が図られるような内容を含むことが望ましい。

小   計 13

専

門

基

礎

分

野

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の

促進

健康支援と社会保障制度 6

人体を系統だてて理解し、健康・疾病 。障害に関する観察力、

判断力を強化するため、解音」生理学、生化学、栄養学、薬理学、

病理学、病態生理学、微生物学等を臨床で活用可能なものとし

て学ぶ内容とする。

演習を強化した内容とする。

人長が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて社会資源を活

用できるように必要な知識と基礎的な能力を養う内容とし、保

健医療福祉に関する基本概念、関係制度、関係する1載種の役割

の理解等を含むものとする。

小  計 21
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専

門

分

野

Ｉ

基礎看護学

臨地実習

.基礎着護学

10

3

3

専門分野 Iでは、各看護学及び在宅着護論の基盤となる基礎的

理論や基礎的技術を学ぶため、着護学概論、看護技術、臨床看

護総論を含む内容とし、演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フイジカルアセスメントを強化する内容

とする。

事例等に対して、着護技術を適用する方法の基礎を学ぶ内容と

する。

着護師として倫理的な判断をするための基礎的能力を養う内容

とする。

小  計 13

専

門

分

野

Ⅱ

成人看護学

者年琶護学

小児看護学

母性看護学

精ネ申看護学

臨地実習

成人着護学

者年看護学

小児看護学

母性着護学

精神着護学

６

４

４

４

４

‐６

６

４

２

２

２

講義、演習、実習を効果的に組み合わせ、看護実践能力の向上

を図る内容とする。

健康の保持増進、疾病の予防に関する看護の方法を学61内容と

する。

成長発達段階を深<理解 し、様々な健康状態にある人々及び

様友な場で看護を必要とする人長に対する看護の方法を学ぶ内

容とする。

矢□識・技術を着護実践の場面に適用し、看護の理論と実践を結

びつけて理解できる能力を養う実習とする。

チームの一員としての役害」を学ぶ実習とする。

保健医療福祉分野との連携、協働を通して、看護を実践する実

習とする。

小   計 38
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統

合

分

野

在宅看護論

蕎護の統合と実践

臨地実習

在宅看護論

看護の統合と実践

4

4

4

２

　

　

２

在宅着護論では地1或で生活しながら療養する人長とその家族を

理解し地上或での看護の基礎を学応ヽ内容とする。

地域で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身につけ、他職

種と協働する中での看護の役害」を理解する内容とする。

地域での終末期着護に関する内容も含むものとする。

チTム医療及び他職種との協働の中で、看護8面 としてのメンバ

ーシップ及びリーダーシップを理解する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容とする。

医療安全の基礎的知識を含む内容とする。

災害直後から支援できる着護の基礎的矢口識について理解する内

容とする。

国際社会において、広い視野に基づき、着護師として諸外国と

の協力を考える内容とする。

看護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪Fo3看 護に加え、地1或における多様な場で実習を行うことが望

ましい。

専P9分野での実習を踏まえ、実務に即した実習を行う。

複数の憲者を受け持つ実習を行う。

一勤務帯を通した実習を行う。

夜間の実習を行うことが望讀しい。

十一言

０ 12

総     計 97 3,OO08寺 間以上の講義 。実習等を行うものとする。
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「看護教育の内容と方法に関する検討会」メンバー

※○は座長 敬称略 (五十音順)

阿真 京子   「知ろう !小児医療 守ろう !子ども達」の会代表

池西 静江    京都中央看護保健専門学校副校長

・  太田 秀樹    おやま城北クリニック院長

,  岡本 玲子    全国保健師教育機関協議会副会長

岸本 茂子    倉敷看護専門学校副校長

草間 朋子    大分県立看護科学大学学長

〇小山 員理子   神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科教授

島田 啓子    全国助産師教育協議会理事

末永 裕之    日本病院会冨1会長

(宮崎 忠昭    長野赤十字病院名誉院長 ※第 4回 まで)

舘  昭     桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科研究科長

千葉 はるみ   社団法人全国社会保険協会連合会看護部長

中山 洋子    福島県立医科大学看護学部教授

菱沼 典子    聖路加看護大学看護学部学部長

藤川 謙二    日本医師会常任理事

(羽生田 俊    日本医師会常任理事 ※第 4回まで)

,  三浦 .昭子    日本看護学校協議会副会長

山内 豊明    名古屋大学医学部基礎看護学講座教授

山路 憲夫    白梅学園大学子ども学部家族・地域支援学科教授

山田 京子    浅草医師会立訪間看護ステーション所長

和田 ちひろ   いいなステーション代表
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(藤井 悦子    広島県立広島皆実高等学校教頭 ※第 5回 まで)

〇小山 員理子   神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科教授

千葉 はるみ   社団法人全国社会保険協会連合会看護部長

鶴田 憲子    日本赤十字看護大学看護学部教授

野嶋 佐由美   高知女子大学看護学部学部長

三浦 昭子    日本看護学校協議会副会長

三妙 律子    東京都立広尾看護専門学校校長

山内 豊明    名古屋大学医学部基礎看護学講座教授

山田 京子    浅草医師会立訪間看護ステーシヨン所長




